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公園施設等 （大和市都市公園条例及び大和市営自動車駐車場条例規定施設） の指定

管理者（以下「指定管理者」という。）候補の選定にあたり、つきみ野１号公園等の指

定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）は、申込団体から提出された申込

書類の審査及び面接審査を実施しました。 

この度、選定委員会による審査を終了し、指定管理候補を選定しましたので、報告し

ます。 

 

１．募集を行った施設の概要 

① つきみ野１号公園 

  ア つきみ野野球場 

  （ｱ）所 在 地  大和市つきみ野５－６ 

  （ｲ）設置年月日  昭和４５年２月１日 

  （ｳ）施 設 内 容  敷 地 面 積 ８，５４０㎡ 

             建物延床面積 本部室（鉄骨平屋建・４㎡） 

             構造・規模 両翼８５ｍ センター９０ｍ 

   

イ 園地・駐車場 

  （ｱ）所 在 地  大和市つきみ野５－５ 

  （ｲ）面 積  １９，２１６．７１㎡（つきみ野野球場部分を含む。） 

  （ｳ）施 設 内 容  附属物 トイレ、遊具、パーゴラ、時計塔 

 

② 引地台公園 

   (ｱ) 所 在 地  大和市柳橋４－５０００ 

   (ｲ) 設置年月日  昭和５５年５月１日 

   (ｳ) 施設の規模等  面 積 １００，５４０．３９㎡ 

（大和スタジアム、青葉公園側スロープ含む） 

             主な施設 温水プール、野外音楽堂、令和広場、平成広場、 

                                  遊具、管理棟、駐車場、大和スタジアム 

 

③ 引地台温水プール立体駐車場 

   (ｱ) 所 在 地  大和市草柳３－５－１ 

   (ｲ) 設置年月日  平成３年３月３１日 

   (ｳ) 施設の規模等  敷地面積 ３，３４２㎡ 延床面積 ３，５５２㎡ 

構造規模 鉄骨造２階建 施設内容 駐車台数１８０台 

 

④ 宮久保公園 

  ア 宮久保野球場 

   (ｱ) 所 在 地  大和市上和田１３２０－１ 

   (ｲ) 設置年月日  昭和５８年４月１日 

   (ｳ) 施 設 内 容  敷 地 面 積 ７，０４０㎡ 

             建物延床面積 管理棟 １２．９６㎡ 

             構造・規模 両翼７０ｍ センター８５ｍ 
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  イ 園地・駐車場 

   (ｱ) 所 在 地  大和市上和田２１５０－２ 

   (ｲ) 設置年月日  昭和５８年４月１日 

   (ｳ) 施 設 内 容  敷地面積 ２５，３１７．４６㎡ 

（宮久保野球場部分を含む。） 

             附 属 物 トイレ、時計塔 

 

ウ 宮久保スポーツ広場 

   (ｱ) 所 在 地  大和市上和田２１５２－１ 

   (ｲ) 設置年月日  昭和５８年４月１日 

   (ｳ) 施 設 内 容  敷 地 面 積 ７，６４０㎡ 

             建物延床面積 倉庫：４㎡ 

             構造・規模 グラウンド（土） 

     

２．選定委員会委員 

会  長 古市 謙二  （スポーツ行政について知識経験を有する者） 

職務代理  登  英夫 （市長が必要と認める者） 

委  員 篠原 才司 （環境行政について知識経験を有する者） 

委  員 村川 雅基 （公募市民） 

委  員 飯村 夏鈴 （公募市民） 

委  員 浅野 真輝 （大和市環境共生部参事兼環境総務課長） 

委  員 玉田 結城 （大和市環境共生部みどり公園課長） 

委  員 中村 大介 （大和市環境共生部参事兼施設課長） 

委  員 福士 忠生 （大和市健幸スポーツ部スポーツ×ライフ課長） 

 

３．選定委員会の開催日及び審議内容 

（１）第１回選定委員会 ：令和７年 ７月 ２日（水） 

   （募集要項及び選定基準等の確認） 

（２）第２回選定委員会 ：令和７年 ７月１５日（火） 

   （募集要項及び選定基準等の決定） 

（３）第３回選定委員会 ：令和７年１０月 ８日（水） 

   （申込団体による企画提案説明、審査及び候補者の選定） 

 

４．指定管理者候補選定までの経過について 

（１）募 集 要 項 発 表 ：令和７年 ７月２４日（木） 

（２）募 集 要 項 等 配 布 期 間 ：令和７年 ７月２４日（木）～８月２２日（金） 

（３）説 明 会 ：令和７年 ８月 １日（金） 

（４）質 問 事 項 の 受 付 期 間 ：令和７年 ８月 ４日（月）～８月７日（木） 

（５）質 問 の 回 答 期 日 ：令和７年 ８月２７日（水） 

（６）応 募 書 類 受 付 期 間 ：令和７年 ７月２５日（金）～９月１２日（金） 

（７）募 集 締 切 り ：令和７年 ９月１２日（金）午後５時１５分 

（８）書類審査の結果及び面接審査の案内：令和７年１０月 １日（水） 

（９）面 接 審 査 ：令和７年１０月 ８日（水） 
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５．申込があった団体 

（１）公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団 

 

６．指定管理者候補の選定方法 

公園施設等を所管する大和市環境共生部みどり公園課及び指定管理者候補の選定に

係る事務を所管する同部環境総務課による書類審査の結果、申込団体が欠格事項に該当

しないことを確認し、選定委員会では提出書類及び申込団体による公開での企画提案説

明を基に審査を行い、指定管理者候補を選定しました。 

選定は、添付資料１「つきみ野１号公園等の指定管理者候補の審査要領」に基づき行

いました。 

 

７．申込団体の欠格事項等 

指定管理者を選定するにあたり、団体等が申込者となることができない場合（欠格事

項）を次のとおり定めました。 

・法律行為を行う能力を有しない者 

・破産者で復権を得ない者 

・地方自治法（昭和２２年法律第６７号。）第９２条の２、第１４２条（同法第１６

６条第２項の規定により準用する場合を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定

に抵触する者 

・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同法施行令

第１６７条の１１第１項の規定により準用する場合も含む。）により、市の執行機

関における一般競争入札等の参加を制限されている者 

・会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）により更生又は再生手続きをしている者 

・国税及び地方税等を滞納している者 

・地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項により、２年以内

に指定管理者の指定を取り消された者 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に揚げる暴力団若しくはその利益となる活動を行っている者であること又

は団体の代表者、役員若しくは職員が暴力団等の構成員であること 

・大和市暴力団排除条例（平成２３年条例第４号）第２条第５項に揚げる暴力団経営

支配法人等であること 

・２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けていること（必要な措置の実施につ

いて労働基準監督署に報告済みである場合を除く） 

・大和市一般競争参加停止及び指名停止等措置要領第２条により、募集開始時点で市

の執行機関における一般競争参加停止及び指名停止の措置を受けている者 

・共同事業体の場合には、構成する団体のいずれかが以上の条件に該当すること、又

は申込時に「共同事業体協定書」を提出できないこと、若しくは選定後協定締結時

までに代表団体及び責任分担を明確に定めた組合契約を締結し、組合契約書の写し

を提出することができないこと 
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８．一次審査 

一次審査については、次の書類の提出を求め、内容を確認しました。 

（１）指定申込書 

（２）定款等（最新のもの） 

（３）登記簿謄本（申し込み日前６か月以内） 

（４）申請団体の収支予算書及び事業計画書（最新のもの） 

（５）申請団体の収支決算書及び事業報告書（最新のもの） 

（６）企画提案書 

（７）収支予算書（年度ごと） 

（８）管理運営費見積書（予算書を補完する資料として必要に応じて提出） 

（９）財産目録又は賃借対照表及び損益計算書 

（10）理事、評議員及び役員等の名簿 

（11）団体の概要がわかるもの（団体の活動実績及び経営状況を証明する書類等） 

（12）欠格事項に関する申立書 

（13）国税・都道府県税・市町村税のうち、納税義務を負うものに係る納税証明書又は

未納がないことの証明書（徴収猶予を受けている場合を除く）（最新のもの） 

（14）共同事業体による応募の場合の必要書類（協定書、委任状、構成員名簿等） 

 

９．二次審査 

審査の基準は１００点を満点とし、５基準、１５項目からなる２６の視点毎に配分し

ています。具体的な審査内容と各委員の評価点は、添付資料２のとおりです。 

 

10．審査結果 

審査の結果、指定管理者候補として、公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財

団（神奈川県大和市深見西一丁目３番１７号）を選定しました。 
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つきみ野１号公園等の指定管理者候補の審査要領 

 

 つきみ野１号公園等の指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）における、指定管

理者候補の選定のための審査方法、審査基準等について必要な事項を定めるものとする。 

 

１．審査方法 

申込団体のうち、一次審査に合格した団体について、選定委員会による二次審査を実施し、

指定管理者候補の選定を行う。 

 

２．一次審査 

（１）審査形式 

書類審査 

 

（２）審査内容 

① 募集要項又は申込要項で示す応募資格等を次の書類により審査する。 

ア. 定款（寄附行為等を含む）（最新のもの） 

イ. 登記簿謄本（申込み日前６ヶ月以内） 

ウ. 申込団体の収支予算書・事業計画書（最新のもの） 

エ. 申込団体の収支決算書・事業報告書（最新のもの） 

オ. 財産目録又は貸借対照表及び損益計算書 

カ. 理事、評議員及び役員等（実質的に経営に関与するものを含む）の名簿 

キ． 団体の概要がわかるもの（団体の活動実績及び経営状況を証明する書類等） 

ク． 欠格事項に関する申立書 

ケ. 国税・都道府県税・市町村税のうち、納税義務を負うものに係る納税証明書又は未

納が無いことの証明書（徴収猶予を受けている場合を除く）（最新のもの） 

コ． 共同事業体による応募の場合の必要書類（協定書、委任状、構成員名簿等） 

② 管理内容を次の書類により審査する。 

ア. 管理業務に関する企画提案書 

イ. 管理業務に関する収支予算書（年度ごと） 

ウ. 管理運営費見積書 

エ. その他 

 

（３）失格基準 

次のときには失格とする。 

① 募集要項又は申込要項で示す応募資格等を満たさない場合。 

② 管理内容が仕様書等で示す要求水準を満たしていないことが明らかな場合。 

③ 指定管理料が市の指定する上限額を上回っている場合。 

 

 

 

（添付資料１） 
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３．二次審査 

（１）審査形式 

面接審査（プレゼンテーション形式） 

 

（２）審査内容 

① 評価項目 

「つきみ野１号公園等の指定管理者候補の審査に係る評価表（別表１）」で定める項

目により評価する。 

② 配点 

  別表１で定める配点とし、１００点（１１項目×５点、１５項目×３点）を満点とする。 

③ 最低基準点 

  ６３点（１１項目×３点（標準点）、１５項目×２点（標準点）） 

 

（３）審査方法 

① 評価点 

各委員の採点結果を合計した点を評価点とする。 

② 失格基準点 

最低基準点に評価者の人数を乗じたものを失格基準点とし、その点数以上の評価点を

得た申込団体を審査の対象とする。ただし、最低基準点以上の評価を行った評価者の人

数が、過半数に満たない申込団体は、審査の対象から除外する。 

③ 候補者の選定 

評価点を基に、指定管理の候補者としての順位付けを行い、候補者として最も適当な団

体を選定する。申込団体が１団体の場合も同様とする。 

なお、全ての申込団体が（３）②で定める失格基準点未満の場合は、指定管理の候補者

としての適否について審査する。 

④ 同点の場合 

同点の者を対象とした決選投票又は会長裁決により決定する。 

⑤ 次点者の再選定 

指定管理者となるべき団体として選定された申込団体が、指定管理者の指定を受ける

ことが不可能となったとき又は新たに判明した事実により、施設の管理を行うことが不適当

であると認められたときは、（３）②で定める失格基準点以上の評価点を得た申込団体で、

順位が次位にある申込団体を、指定管理の候補者として最も適当な団体として再選定す

る。 

なお、順位が次位以下にある申込団体が（３）②で定める失格基準点に達しない場合は、

指定管理の候補者としての適否について審査する。 

 

   附則 

 この要領は、令和７年７月１５日から施行する。 




